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2016年度税制改正－東京都の法人事業税率 

3月31日、外形標準課税対象法人（期末資本金の額が1億円を超える一定の法人）に適用
される法人事業税の税率を改正する東京都都税条例が公布されました。2017年4月1日以
後に開始する事業年度に適用される税率は、2016年第2回以降の東京都議会定例会にお
いて東京都都税条例の改正として提案される予定で、現時点では明らかにされていませ
ん。 

このKPMG Japan e-Tax Newsでは、2016年度税制改正による法人実効税率（標準税率・
東京都の税率）と東京都の法人事業税の税率をお知らせいたします。 

なお、2016年度税制改正法案は、3月29日に可決・成立し、3月31日に改正税法及びその
関連政省令が公布されています。 

1. 法人実効税率 

今回の改正により、外形標準課税対象法人に係る法人実効税率は、以下のように引き下
げられることになります。 

 改正前 改正後 
左記の期間に 

開始する 
事業年度 

2015/4/1～ 
2016/3/31 

2016/4/1～ 
2017/3/31 

2017/4/1～ 
2018/3/31 2018/4/1～ 

標準税率 32.11％ 29.97％ 29.97％ 29.74％ 

東京都の税率 33.06％ 30.86％ 未定 未定 

2. 東京都－法人事業税の税率 

東京都の法人事業税の税率（外形標準課税対象法人に適用されるもの）は以下のとおり
です。 
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ここに記載されている情報はあくまで一般的なものであり、特定の個人や組織が置かれている
状況に対応するものではありません。私たちは、的確な情報をタイムリーに提供するよう努め
ておりますが、情報を受け取られた時点及びそれ以降においての正確さは保証の限りではあり
ません。何らかの行動を取られる場合は、ここにある情報のみを根拠とせず、プロフェッショ
ナルが特定の状況を綿密に調査した上で提案する適切なアドバイスをもとにご判断ください。 
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東京都－法人事業税（所得割）の税率 

 改正前 改正後 

左記の期間に開始する 
事業年度 

2015/4/1～ 
2016/3/31 

2016/4/1～ 
2017/3/31 2017/4/1～ 

課
税
標
準 

（
年
間
所
得
） 

400万円以下 1.755％ 
（3.255％） 

0.395％ 
（1.995％） 未定 

400万円～ 
800万円 

2.53％ 
（4.83％） 

0.635％ 
（2.835％） 未定 

800万円超 3.4％ 
（6.3％） 

0.88％ 
（3.78％） 未定 

- カッコ内は地方法人特別税を含む税率です。 

- 3以上の都道府県に事務所又は事業所を設けて事業を行う法人については、年間所得
800万円以下の所得に係る軽減税率の適用はありません。 

東京都－法人事業税（外形標準課税）の税率 

 改正前 改正後 
左記の期間に開始す

る事業年度 2015/4/1～2016/3/31 2016/4/1～ 

付加価値割 0.756％ 1.26％ 

資 本 割 0.315％ 0.525％ 

〈参考情報〉 
東京都 「平成28年度税制改正について」（PDF: 897KB） 

東京都 「平成28年度税制改正に伴う外形標準課税法人に係る法人事業税の税率の改正
について」（PDF: 279KB） 

大阪府も改正後の法人事業税率を公表しています。 
大阪府 「法人府民税・法人事業税に係る超過税率について」 

***** 
2016年度の税制改正については、以下のニュースレターでもお知らせしています。 

KPMG Japan tax newsletter 
2016年度税制改正大綱（2015年12月18日） 
KPMG Insight 
2016年度税制改正の概要（2016年3月号） 

 
 

http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/h28_zeisei_kaisei.pdf
http://www.tax.metro.tokyo.jp/oshirase/2016/20160331.pdf
http://www.tax.metro.tokyo.jp/oshirase/2016/20160331.pdf
http://www.pref.osaka.lg.jp/zei/alacarte/houjinnnizei_chouka.html
http://www.kpmg.com/jp/ja/knowledge/article/japan-tax-newsletter/pages/default.aspx
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/article/japan-tax-newsletter/Pages/2016-tax-reform-20151218.aspx
http://www.kpmg.com/jp/ja/knowledge/article/kpmg-insight/pages/default.aspx
http://www.kpmg.com/Jp/ja/knowledge/article/tax/Pages/tax-reform-20160315.aspx
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